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石神台自治会長

高木敏宏
石神台自治会防災部

当月旦2日柑回覧の本回覧内容の一部に誤湾があ牒ました＄　ここにお詫びしても
下記のように訂正します（赤字部分は追加、＝部分は削除です。）。今後こうし
た誤りのないよう一層の注意を致しますので、よろしくお額い申し上げます。

お願い！
ゴミ出しルールの厳守について（訂正版き

日頃ゴミ出しにご協力をいただきありがとうございます。
この石神台では、ゴミ出しについては、会員各位のご理解のもと、ゴミ出しルールが

しっかり守られ、これまでさしたるトラブルもありませんでした。
ところが、最近、一部の会員から、次のような不適切なゴミ出しが目立つとの苦情が

寄せられるようになりました。たとえば、
◆「ゴミ置き場で回収日でない日にゼン等が捨てられている」、
◆「複数箇所でゴミ回収業者の違反シールが貼ってあるゴミ袋を見た」など、です。
こうした問題の背景には、時節柄、自宅に居ることが多くなったこともあるかもしれ

ませんが、自治会としても大変憂慮しています。
もとより、ゴミ出しルール違反のものは、ゴミ回収業者が回収してくれません。また、

ゴミ置き場の掃除当番の方も、その処理に困ります。その結果、次の回収日まで（ゴミ
の種類によってはいつまでも）、そのゴミは放置されることになります。これでは、特に
ビン類等であれば大変危険であり、景観も損ね、何よりも清潔ではありません。
そこで、より清潔で住みよい石神台にするために、ここであらためてゴミ出しルール

の再確認をし、その厳守をしていただきたく、会員各位の一層のご協力をお願い申し上
げる次第です。

■現在の「ゴミ出しルール」は以下の通りです。　（出典：大磯町－「ごみの分け方・出し方」） 
ゴミ回収日 �587頽�+XｾiZ｢�

第1・第3月曜日 �7(99}���7(�ｸ8ｸ7(98,ﾙ�Y�h,ﾈ4ｨ58,���+ｸ,ﾉ�ﾈ,ﾘ､I�h,ﾈ4ｨ58,��ｨ�YG��
食用油（ペットボトル等の容器に入れ、きっちり蓋をして） 

第2・第4月曜日 仭8*ｸｬｩ}���(h/�.H+x*��(5�7h8ﾈ�ｸｬｩ9�,ﾘ諄*)��.���ﾈｨ/�､ｨ*�,H�(ｬ｢�
はつぶさない）・不燃ゴミ（大きなものはカゴの側に） 

火曜日 �)E(587����h587���鑄*�-�,)9���刪.ｨ�YFｨ.ｨ+ﾙ��沙}�,ﾘﾝ�&h+X,H�ﾂ�
土曜日 ��H,ﾈ轌.��ﾈ,��ｨ��o(�Xﾊ�*ﾙ�H,ﾈ轌.��ﾈ,��｢�
木曜日 况Xｮﾙ^��X�X7h8�5�6�6(4���ﾌ8鑄�儷(,YIｸ.��ｨ�Xﾌ9Wｩ9��俛X,ﾈ轌.��ﾈ,��｢�

※古布等は新型コロナウイルス感染拡大防止のため当面禁止 
第1・第3金曜日 ���.育ﾘ����+3��6ﾘ��+x+3S�6ﾘ潔>�,Y��,ｸ.��ｨ��wH耳駟Ii4��闍H�ｲ�
第2・第4金曜日 �7�6(6x7ｸ6x8ｸ��8�7�8ｸ�X4ﾈ886(7h/�竧.���(h/�.H+x*��｢�

第4金曜日 仞��驀���>x���ｨｾ�6�984ｸ�ｹ9��ｨ�Ytﾈ･�587��亂96I'(�X8�485��ｹ9��｢�
■ゴミ出しルールの詳細については、大磯町から「ごみの分け方・出し方」という冊子 
が配布されています。ご入用な方は、大磯町国府支所に、お問い合わせください。

嘉ゴミの分別方法が分からない場合には、大磯町環境美化センター（電話0463－
72－4438）に、お問い合わせください。

以上


